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は
じ
め
に

　

一
般
的
に
、
司
法
機
関
が
、
実
体
法
上
の
否
定
的
価
値
判
断
を
表
す
と
き
、「
違
法
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
広
く
法
秩
序
の
見
地
か
ら

是
認
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
、
刑
法
上
の
犯
罪
及
び
市
民
又
は
公
務
員
に
よ
る
不
法
行
為
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
の

意
味
で
の
違
法
性
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
定
法
上
の
価
値
判
断
は
、
常
に
一
義
的
に
下
さ
れ
得
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
時
間
的
・
場
所
的
な
移
り
変
わ
り
に
伴
う
法
意
識
の
変
化
を
除
外
す
れ
ば
、
あ
る
行
為
に
対
す
る
法
的
評
価
は
、
必
ず
適
法
か
違

法
の
い
ず
れ
か
に
確
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
断
言
す
る
に
は
少
し
疑
問
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
刑
事
司
法
上
の
違
法
性
判
断
は
、

罪
刑
法
定
主
義
、
謙
抑
主
義
、
不
告
不
理
原
則
な
ど
の
制
約
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
立
法
段
階
、
終
局
的
司
法
判
断
に
至
る
ま
で
の
処

　
　

不
法
及
び
司
法
判
断
と
し
て
の
違
法
性

　
　
　

 
―― 

法
的
に
自
由
な
領
域
の
論
争
を
手
掛
か
り
に

山　

川　

秀　

道

は
じ
め
に

第
一
節　

適
法
で
な
け
れ
ば
違
法
か

第
二
節　

違
法
性
の
判
断　

結
び
に
か
え
て
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遇
段
階
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
法
的
評
価
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
取
り
組
む

こ
と
で
、
多
少
な
り
と
も
違
法
論
を
捉
え
直
す
契
機
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
の
論
争

を
手
掛
か
り
に
、
違
法
性
判
断
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
み
た
い
。

第
一
節　

適
法
で
な
け
れ
ば
違
法
か

　

刑
法
学
の
通
説
的
理
解
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
の
要
件
は
、
類
型
的
違
法
性
（
即
ち
構
成
要
件
該
当
性
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
原
則
的
違

法
性
）
を
例
外
的
に
阻
却
す
る
と
い
う
消
極
面
で
機
能
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
す
る
批
判
も
少
な
く
は
な
い（

１
）。

そ
の
趣
旨

は
、
次
の
二
通
り
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
通
説
の
判
断
方
法
に
よ
る
と
、
正
当
化
事
由
に
当
た
ら
な
い
た
め
適
法
化
に
は
至
ら
な
い
が
、

し
か
し
、（
可
罰
的
）
違
法
と
も
い
え
な
い
中
間
領
域
が
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
刑
法
各
則
上
の
構
成
要
件
該
当

性
を
問
う
類
型
的
判
断
か
ら
直
ち
に
具
体
的
な
違
法
性
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る（

２
）。

後
者
を
筆
者
な
り
に
敷

衍
す
れ
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
評
価
は
、
あ
く
ま
で
立
法
時
に
想
定
さ
れ
た
「
そ
の
種
の
活
動
」
に
対
す
る
否
定
的

評
価
に
過
ぎ
ず
、「
そ
の
行
為
」
が
違
法
に
値
す
る
か
と
い
う
積
極
的
判
断
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
正
当
化
や
不

法
阻
却
と
い
う
消
極
面
で
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
趣
旨
に

従
う
と
、
違
法
論
を
単
な
る
例
外
の
消
極
的
判
断
で
は
な
く
積
極
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
が
導
か
れ
る
。

こ
の
主
張
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。
基
本
的
に
筆
者
も
こ
れ
ら
の
批
判
的
見
解
に
賛
成
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
問
題
に
内
在
す
る
二
つ
の
疑
問

は
、
区
別
し
て
検
討
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
が
、
適
法
で
な
け
れ
ば
違
法
と
判
断
で
き
る
か
と
い
う
、
そ
の
表
裏
的
把
握
に
対
す

る
疑
問
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
構
成
要
件
該
当
性
か
ら
推
定
さ
れ
る
違
法
性
へ
の
疑
問
で
あ
る
。
後
者
は
、
第
二
節
で
検
討
す
る
。
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ま
ず
は
、
法
的
に
自
由
な
領
域
に
関
す
る
議
論
か
ら
考
察
す
る
。
こ
れ
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
違
法
と
も
適
法
と
も
評
価
さ
れ
な
い
第

三
の
領
域
が
存
在
す
る
か
否
か
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
肯
定
説
は
、
法
の
積
極
的
又
は
消
極
的
評
価
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
領
域
、
と

り
わ
け
、
法
が
意
識
的
に
評
価
を
差
し
控
え
、
各
人
の
良
心
的
判
断
に
委
ね
る
べ
き
領
域
が
あ
る
と
主
張
す
る（

3
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
否
定

説
は
、「
適
法
と
違
法
」
は
矛
盾
的
対
立
で
あ
っ
て
、
第
三
の
可
能
性
は
な
い
と
す
る（

4
）。

さ
ら
に
は
、
折
衷
説
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
見
解
も

あ
る（

５
）。

こ
れ
は
、
違
法
と
も
適
法
と
も
評
価
さ
れ
な
い
領
域
が
存
在
す
る
論
理
的
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
司
法
機
関

が
評
価
を
差
し
控
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

　

法
的
に
自
由
（
空
虚
）
な
領
域
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
散
歩
や
読
書
な
ど
の
よ
う
に
法
的
に
重
要
性
が
な
い
故
に
空
虚
な
行

為
群
、
法
的
に
も
重
要
だ
が
そ
の
価
値
判
断
を
一
義
的
に
下
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
故
に
法
的
評
価
を
免
れ
る
葛
藤
状
況
な
ど
で
あ
る
。

法
的
な
解
決
が
困
難
な
葛
藤
状
況
と
は
、
具
体
的
に
は
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
事
例
、
自
殺
（
関
与
）、
人
工
妊
娠
中
絶
な
ど
を
意
味
す
る
。

ま
た
、
最
近
で
は
、
ヒ
ト
胚
の
処
理
や
ク
ロ
ー
ン
産
生（

６
）、

代
理
出
産
な
ど
も
含
ま
れ
得
る
。
そ
こ
で
は
、
価
値
衡
量
に
適
さ
な
い
法
益
、

即
ち
、生
命
や
人
間
の
尊
厳
が
争
い
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
た
め
、こ
の
種
の
事
案
は
、許
さ
れ
て
い
な
い
が
禁
止
さ
れ
て
も
い
な
い
行
為
、

放
任
行
為
、
単
な
る
不
法
阻
却
事
由
な
ど
と
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た（

７
）。

と
い
う
の
も
、「
適
法
」
と
い
う
概
念
に
は
、「
法
的
に
正
し
い
」

と
い
う
価
値
判
断
が
含
ま
れ
得
る
か
ら
で
あ
る（

８
）。

そ
れ
故
、
こ
れ
ら
の
事
案
を
ま
さ
し
く
「
正
当
化
（
適
法
化
）」
事
由
と
し
て
承
認
す

る
こ
と
に
対
す
る
抵
抗
が
、「
適
法
」
と
い
う
評
価
を
回
避
す
る
よ
う
に
働
く
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
こ
の
種
の
事
案
が
違
法
で
あ
る
な

ら
ば
、
何
が
法
的
に
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
を
回
避
す
る
と
同
時
に
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
法
と
道
徳
の
乖
離
、

様
々
な
宗
教
観
で
の
軋
轢
を
避
け
る
た
め
に
主
張
さ
れ
た
の
が
、
肯
定
説
の
政
策
的
論
拠
で
あ
る（

９
）。

つ
ま
り
、
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
法

秩
序
が
そ
の
評
価
を
放
棄
し
、「
何
が
為
さ
れ
る
べ
き
か
を
個
々
人
の
自
由
な
良
心
的
決
定
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

10
）」

と
す
る
。
論
者
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に
よ
れ
ば
、
よ
り
適
切
に
は
「
法
的
評
価
か
ら
免
れ
た
領
域
」
と
い
う
ほ
う
が
良
い
と
さ
れ
る（

11
）。

そ
の
真
意
は
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、

司
法
機
関
を
法
的
価
値
判
断
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
、
法
秩
序
の
見
地
か
ら
、
違
法
・
適
法
と
い
う
価
値
決
定
を
宣
言
し
な
く
て
も
良
い

と
い
う
点
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
肯
定
説
を
支
え
る
論
理
学
的
根
拠
に
比
べ
て
、
そ
の
法
政
策
的
論
拠
と
そ
の
結
論
に

対
し
て
は
、
強
い
異
論
が
存
す
る
。
順
に
確
認
し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
否
定
説
は
、「
適
法
と
違
法
」
は
矛
盾
的
対
立
で
あ
る
か
ら
第
三
の
可
能
性
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
主
張
は
、
論
理

学
上
も
言
語
上
も
支
持
で
き
な
い
。
仮
に
、人
の
情
愛
を
「
敬
慕
（adore

）
↓
好
き
（like

）
↓
無
関
心
（indifference

）
↓
嫌
い
（dislike

）

↓
憎
悪
（hate

）」
と
い
う
五
段
階
で
表
現
し
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
、「
彼
女
／
彼
の
こ
と
が
好
き
で
す
か
、
そ
れ
と
も
嫌
い
で
す
か
？
」

と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
好
き
で
も
嫌
い
で
も
な
い
（
無
関
心
？
）」
と
い
う
回
答
は
、矛
盾
な
く
成
立
し
得
る
。
彼
女
／
彼
の
こ
と
を
「
好

き
で
あ
る
」・「
嫌
い
で
あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
命
題
に
対
し
て
、
ど
ち
ら
も
偽
で
あ
る
と
い
う
状
態
が
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
こ
の
場
合
、「
好
き
」
と
「
嫌
い
」
は
、
反
意
語
（
反
対
語
の
一
種
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
る（

12
）。

こ
の
場
合
に
は
、「
嫌
い
」
と
い
う

可
能
性
を
取
り
除
い
て
も
、「
好
き
」
と
い
う
結
論
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
。
も
し
、
ど
ち
ら
の
命
題
も
共
に
偽
と
な
る
可
能
性
が
な
い

よ
う
な
か
た
ち
で
問
い
を
立
て
る
な
ら
ば
、「
彼
女
／
彼
の
こ
と
が
好
き
で
す
か
、
そ
れ
と
も
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
な
ら
ば
、
質
問
に
対
す
る
二
つ
の
回
答
「
好
き
（
ａ
）」・「
好
き
で
は
な
い
（
非
ａ
）」
が
共
に
真
又
は
偽
に
な
る

可
能
性
は
な
い
。
つ
ま
り
、
常
に
一
方
が
真
で
他
方
が
偽
と
な
る
。
こ
う
し
た
法
則
は
、
論
理
学
上
、
排
中
律
と
呼
ば
れ
て
い
る（

13
）。

古
典

論
理
学
に
よ
れ
ば
、
排
中
律
は
、
常
に
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。
先
の
例
で
い
え
ば
、「
あ
な
た
は
、
彼
女
／
彼
の
こ
と
が
好
き
か
、
好
き

で
は
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
正
し
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
排
中
律
に
も
例
外
は
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る（

14
）。

例
え
ば
、「
そ
の
政
党
に
支
持
票
を
投
じ
る
か
、
投
じ
な
い
か
」
が
問
わ
れ
た
と
き
、
そ
も
そ
も
回
答
者
が
選
挙
権
を
有
し

て
い
な
け
れ
ば
、こ
の
問
い
は
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
こ
で
は
、回
答
者
が
選
挙
権
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
暗
黙
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
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そ
の
た
め
、
問
い
の
な
か
で
暗
黙
裡
に
設
定
さ
れ
た
条
件
の
枠
外
で
は
、
有
効
な
判
断
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、法
的
評
価
に
も
妥
当
す
る
。
中
間
領
域
を
排
除
す
る
か
た
ち
で
問
い
を
立
て
る
な
ら
ば
、「
違
法
」
と
「
適
法
」

を
対
置
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
精
確
な
判
断
を
求
め
る
な
ら
ば
、「
違
法
で
あ
る
」
か
「
違
法
で
は
な
い
」
か
の
判
断
に
限
る
べ
き

で
あ
る（

15
）。

そ
の
上
で
、
司
法
判
断
を
求
め
な
い
又
は
回
避
す
る
と
い
う
こ
と
は
一
応
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
論
理
的

に
は
、
法
的
に
自
由
な
領
域
を
認
め
る
余
地
は
あ
る
と
い
え
る
。
問
題
は
、
そ
の
当
否
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
領
域
を
認
め
る
肯
定
説
の
法
政
策
的
論
拠
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
行
為
の
是
非
を
、
個
々
人
の
良
心
的
判
断
に
委
ね
る
こ
と

に
あ
る
。
確
か
に
、そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、葛
藤
の
上
で
決
断
し
た
行
為
者
に
、国
の
法
的
評
価
を
押
し
付
け
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
他
方
で
、
自
己
の
行
為
が
適
法
で
あ
る
と
い
う
司
法
判
断
を
望
む
者
は
い
な
い
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
免
訴
又
は
公
訴
棄
却
と
無
罪
判
決
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
有
罪
判
決
で
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
。

だ
が
、
両
者
の
意
味
は
法
的
に
も
社
会
的
に
も
異
な
る
。
そ
の
た
め
、「
無
実
」
を
主
張
す
る
被
告
人
に
と
っ
て
、
免
訴
判
決
や
公
訴
棄

却
は
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
心
情
は
理
解
可
能
で
あ
る（

16
）。

さ
ら
に
、
少
な
く
と
も
民
事
訴
訟
で
は
、
損
害
賠
償
請
求
の
た
め
に
法

的
評
価
が
必
要
と
な
る
事
案
も
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
が
な
る
べ
く
司
法
判
断
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
場
合
が

あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
高
度
に
政
治
的
な
性
格
を
孕
む
憲
法
判
断
や
、
尊
厳
死
な
ど
の
よ
う
に
未
だ
価
値
観
の
対
立
が

大
き
い
問
題
な
ど
が
そ
う
で
あ
る（

17
）。

た
だ
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
も
や
は
り
、
司
法
機
関
が
、
法
的
解
決
の
困
難
な
葛
藤
事
例
か
ら
一
律

に
解
放
さ
れ
る
べ
き
と
は
認
め
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
実
際
に
は
、
司
法
機
関
が
そ
う
し
た
葛
藤
事
例
に
直
面
す
る

こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
的
評
価
か
ら
自
由
な
領
域
は
、
少
な
か
ら
ず
、
現
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
例

え
ば
、
平
成
二
七
年
度
の
衛
生
行
政
報
告
例
に
よ
れ
ば
、
当
該
年
度
の
人
工
妊
娠
中
絶
件
数
は
一
七
万
六
三
八
八
件
に
上
る
が（

18
）、

堕
胎
罪

の
犯
罪
認
知
件
数
は
二
件
に
留
ま
り
、
そ
の
二
件
と
も
起
訴
は
さ
れ
て
い
な
い（

19
）。

ま
た
、
今
日
、
代
理
出
産
の
商
業
化
と
い
う
問
題
も
生
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じ
て
い
る
。
こ
れ
に
一
定
の
立
法
的
解
決
を
試
み
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
が
、
法
律
に
よ
る
禁
止
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
代
理
出

産
の
原
則
的
禁
止
の
ほ
か
、
生
殖
補
助
医
療
に
よ
り
出
生
し
た
子
の
親
子
関
係
、
余
剰
胚
の
処
理
な
ど
、
生
殖
補
助
医
療
に
関
す
る
法
整

備
が
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る（

20
）。

ま
さ
し
く
価
値
観
の
対
立
を
緩
和
し
、「
国
民
的
合
意
の
形
成
を
図
る
べ
き
事
柄
」
で
は
あ
る
が
、
そ

の
困
難
さ
故
に
放
置
さ
れ
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
法
の
欠
缺
に
否
定
的
な
見
解
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
法
的
に
自
由
な
領
域
に
否
定
的
な
見
解
の
法
理

論
的
根
拠
と
し
て
よ
く
援
用
さ
れ
る
。
少
し
長
い
が
引
用
す
る
。

「
普
遍
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
法
秩
序
の
本
質
で
あ
る
。
法
は
部
分
的
な
規
律
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
法
は
、
一
部

分
を
規
律
す
る
場
合
に
も
、
人
間
の
諸
関
係
中
の
す
で
に
規
律
さ
れ
た
部
分
を
選
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
規
律
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に

対
し
て
も
―
ま
さ
に
法
的
効
果
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
一
つ
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
法
的
に
空
虚
な
』

空
間
と
い
う
も
の
は
、
つ
ね
に
た
だ
そ
の
法
秩
序
の
独
自
の
意
思
に
よ
っ
て
、
法
的
に
空
虚
な
の
で
あ
り
、
厳
格
な
意
味
で
は
、
決
し
て

法
的
に
空
虚
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
事
実
の
領
域
な
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
法
的
効
果
を

否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
消
極
的
な
意
味
で
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
事
実
の
領
域
な
の
で
あ
る
。（

21
）」

こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説
の
側
か
ら
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
さ
れ
る
。
即
ち
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
い
わ
ば
法
万
能
思
想
に
基
づ
く
も
の

で
あ
る
が
、
法
律
の
成
立
し
て
い
な
い
段
階
で
合
法
か
違
法
か
を
論
じ
て
も
無
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る（

22
）。

　

い
ず
れ
の
見
解
も
極
端
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。確
か
に
、生
殖
補
助
医
療
に
関
す
る
法
整
備
は
、未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。だ
か
ら
と
い
っ

て
、
法
規
の
な
い
現
状
こ
そ
が
、
法
秩
序
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
今
日
、
代
理
出
産
の
商
業
化
と
い
う
現
象

が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
が
法
的
に
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
疑
い
な
い
だ
ろ
う（

23
）。

し
か
し
、
そ
れ
が
生
じ
る
背
景
に
は
、
単
純
に
需
要
と
供
給

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
事
情
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る（

24
）。

日
本
で
は
法
規
制
こ
そ
な
い
も
の
の
、
日
本
産
婦
人
科
学
会
会
告
の
自
主
規
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制
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
海
外
へ
の
生
殖
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
依
頼
者
と
し
て
も
、
遺
伝
的

つ
な
が
り
の
あ
る
子
を
授
か
る
に
は
他
に
手
段
が
な
い
た
め
、
代
理
出
産
契
約
に
伴
う
様
々
な
リ
ス
ク
を
承
知
し
た
上
で
の
苦
渋
の
決
断

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
代
理
母
と
な
る
受
託
者
と
し
て
も
、
貧
困
ゆ
え
に
、
リ
ス
ク
の
高
い
代
理
出
産
を
低
い
対
価
で
請
負
う
以
外

に
生
計
手
段
が
な
い
と
い
う
場
合
が
多
い
。
そ
こ
で
、
仲
介
業
者
が
比
較
的
安
価
に
代
理
出
産
契
約
を
提
供
す
れ
ば
、
当
然
に
需
要
は
高

ま
る
が
、
仲
介
業
者
が
悪
徳
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
契
約
に
伴
う
ト
ラ
ブ
ル
も
必
然
的
に
多
く
な
る
。
そ
れ
故
、
代
理
出
産
の
商
業
化
は
法

的
に
禁
止
し
つ
つ
、
生
殖
補
助
医
療
の
一
環
と
し
て
指
定
医
療
機
関
に
代
理
出
産
を
許
可
す
る
場
合
を
限
定
的
に
認
め
る
方
が
良
い
と
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、い
ざ
法
的
に
整
備
す
る
と
な
る
と
、そ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
た
上
で
、さ
ら
に
、子
が
自
ら
の
出
自
を
知
る
権
利
、

代
理
母
と
配
偶
子
提
供
者
と
の
親
権
争
い
な
ど
の
様
々
な
問
題
に
解
決
案
を
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
困
難
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
法
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
共
有
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
実
現
は
容
易
で
は
な
い
。
ど
こ
ま
で
、
そ
し
て
ど
の
よ

う
な
か
た
ち
で
法
規
制
を
行
う
か
と
い
う
点
で
、
一
応
の
国
民
的
合
意
に
至
る
ま
で
に
は
長
い
討
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
法
的
に
自
由
な

領
域
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
立
法
及
び
司
法
の
在
り
方
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
以
上
の
検
討
は
本
稿
の
目
的
を
超
え
る
た
め
、

将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

　

こ
こ
で
、
本
節
の
小
括
と
し
て
、
次
の
結
論
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
法
的
に
重
要
で
な
い
が
故
に
空
虚
な
行
為
群
、
法
的
に
も
重
要
だ
が
そ
の
価
値
判
断
を
一
義
的
に
下
す
こ
と
が
困
難
な
葛
藤
状
況

で
は
、
実
際
上
、
司
法
機
関
に
よ
る
法
的
評
価
が
回
避
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
立
法
面
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
訴

え
の
提
起
が
な
い
と
い
う
実
情
に
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
度
事
件
が
係
属
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
当
事
者
の
紛
争
解
決
に

必
要
な
法
的
評
価
を
原
則
回
避
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
司
法
が
介
入
し
て
違
法
と
宣
言
す
る
ほ
ど
の
否
定
的
評
価
に
は
値
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し
な
い
と
い
う
法
的
評
価
は
あ
り
得
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
妻
と
離
婚
係
争
中
の
夫
が
、
妻
の
監
護
下
に
あ
る
二
歳
の
子
を
一
時
的
に

連
れ
去
っ
た
事
件
は
こ
こ
に
含
ま
れ
て
良
い
と
思
わ
れ
る（

25
）。

　

裁
判
所
に
よ
る
最
終
的
な
価
値
決
定
が
な
る
べ
く
一
義
的
で
あ
る
た
め
に
は
、「
違
法
か
違
法
で
な
い
か
」
と
い
う
判
断
形
式
が
最
も

適
し
て
い
る
。
法
的
評
価
に
は
段
階
が
あ
り（

26
）、

中
間
的
な
領
域
、
所
謂
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
も
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
紛
争
解
決
の
た
め
、

こ
れ
を
意
識
的
に
排
除
す
る
な
ら
ば
、「
違
法
か
違
法
で
な
い
か
」
と
い
う
判
断
形
式
が
最
も
精
確
と
い
え
る
。

　

つ
ま
り
、
違
法
性
が
争
わ
れ
る
訴
訟
全
般
に
お
い
て
、
特
に
刑
事
裁﹅

﹅

﹅

﹅

判
で
は
、
そ
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
積
極
的
確
定
が
な
い

以
上
は
、
明
確
に
適
法
と
断
言
で
き
な
く
と
も
、
適
法
な
も
の
と
し
て
扱﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
刑
事
訴
訟
上
、
中
間
的

な
評
価
領
域
に
属
す
る
行
為
を
誤
っ
て
違
法
な
も
の
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
不
可
欠
な
要
請
で
あ
る
。

　

ま
た
、そ
の
精
確
さ
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、「
適
法
か
適
法
で
な
い
か
」
と
い
う
判
断
形
式
に
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

刑
事
訴
訟
で
、「
無
実
か
ど
う
か
」
で
は
な
く
「
有
罪
か
有
罪
で
な
い
か
」
を
争
う
の
と
同
様
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
は

実
際
疑
わ
し
い
。

　

そ
こ
で
、
違
法
性
判
断
の
現
状
の
確
認
に
移
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
違
法
性
判
断
が
、
学
説
上
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

の
か
、
実
際
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
問
題
点
を
若
干
検
討
し
て
み
た
い
。

第
二
節　

違
法
性
の
判
断　
　

　

刑
法
解
釈
学
上
、
犯
罪
と
は
、「
構
成
要
件
に
該
当
」
す
る
「
違
法
」
か
つ
「
有
責
な
」
行
為
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
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行
為
を
修
飾
す
る
三
つ
の
属
性
が
犯
罪
要
素
を
表
し
て
い
る
。
違
法
性
は
そ
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
違
法
性
は
、
他
の
二
つ
の

評
価
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
意
義
を
も
つ
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
違
法
性
の
要
素
に
は
、
積
極
的
意
義
は
あ
ま

り
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
実
際
上
、
違
法
性
は
、
例
外
的
な
違
法
性
阻
却
事
由
と
い
う
消
極
面
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い（

27
）。

構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
原
則
的
に
違
法
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
通
説
の
理
解
で
あ
る（

28
）。

　
「
通
説
の
立
場
か
ら
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
原
則
と
し
て
違
法
で
あ
る
か
ら
（
違
法
性
推
定
機
能
）、行
為
に
違
法
性
が
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
を
認
定
す
る
際
に
は
、
そ
の
存
在
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
必
要
な
く
、
構
成
要
件
該
当
行
為
に
つ
い
て
、
例
外
的

に
違
法
性
を
否
定
す
べ
き
特
別
な
事
情
（
違
法
性
阻
却
事
由
）
が
存
在
す
る
か
否
か
を
検
討
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。（

29
）」　

こ
れ
に

対
応
し
て
、
訴
訟
法
上
も
、
構
成
要
件
該
当
性
に
は
、
一
種
の
違
法
性
推
定
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
事

実
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
存
在
を
疑
わ
せ
る
事
情
が
（
被
告
人
側
か
ら
の
主
張
な
ど
に
よ
っ
て
）
現
れ
て
い
な

い
限
り
、
当
該
行
為
の
違
法
性
は
争
い
な
く
確
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

30
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
正
当
化
（
適
法
化
）
又
は
違
法
性
阻
却
の
判
断
か
ら
違
法
性
を
推
論
す
る
こ
と
に
は
、
前
述
の
よ
う

に
疑
い
が
あ
る
。
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
、
本
当
に
否
定
的
価
値
判
断
を
受
け
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
推
定
的
な
違
法
評
価
と
、

裁
判
所
に
よ
る
違
法
性
判
断
が
遊
離
す
る
場
合
を
考
え
て
み
た
い
。

　

例
え
ば
、
刑
法
各
則
上
の
処
罰
規
定
が
、
法
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
中
間
領
域
の
活
動
を
広
く
把
捉
し
て
し

ま
う
場
合
が
あ
る
。
通
説
に
よ
れ
ば
、「
正
当
な
理
由
な
く
」、「
不
法
な
（
の
）」
な
ど
の
要
素
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
が
存
在
し
な
い
こ

と
の
単
な
る
注
意
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
が
構
成
要
件
該
当
性
及
び
違
法
性
の
段
階
で
重
ね

て
判
断
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
何
ら
の
限
定
も
働
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、「
チ
ラ
シ
お
断
り
」
と
の
注
意
書
の
あ
る
建
物
へ
チ

ラ
シ
を
配
布
す
る
た
め
に
立
ち
入
る
こ
と
、
息
子
の
心
身
を
鍛
え
た
い
と
考
え
た
父
が
近
所
の
寺
に
子
を
一
週
間
預
け
た
場
合
、
機
械
い
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じ
り
を
趣
味
と
す
る
者
が
ド
ラ
イ
バ
ー
を
携
え
て
外
出
す
る
こ
と
、
性
別
変
更
の
審
判
を
受
け
た
者
が
男
性
限
定
の
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
す

る
場
合
な
ど
は
、
違
法
と
さ
れ
る
虞
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
案
が
起
訴
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ

れ
る
が
、
行
為
者
の
地
位
や
態
度
、
世
間
の
関
心
度
な
ど
に
よ
っ
て
事
情
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い（

31
）。

実
際
、
こ
れ
ら
に
類
似
の
裁
判
例

が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る（

32
）。

　

反
対
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
喧
嘩
、
交
通
規
則
の
軽
微
な
無
視
、
傘
の
置
引
き
、
行
政
法
規
の
形
式
的
違
反
な
ど
の
事
案
は
、
そ
れ
ほ
ど

強
く
違
法
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
処
罰
に
値
す
る
ほ
ど
に
違
法
な
も
の
と
解
さ
れ
る
場
合
は
例
外
で

あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
例
外
的
な
正
当
化
事
由
で
あ
る
は
ず
の
正
当
業
務
行
為
、
例
え
ば
、
公
務
の
執
行
、
医
療
行
為
、
ス
ポ
ー
ツ
に
伴

う
傷
害
な
ど
も
、
マ
ス
コ
ミ
へ
の
情
報
提
供
な
ど
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
、
最
初
か
ら
当
然
に
適
法
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
特
に
侵
襲
性
の
高
い
治
療
行
為
は
、
個
別
具
体
的
な
患
者
の
同
意
を
正
当
化
要
件
と
す
る
が
、
そ
の
存
在
は
基
本
的
に
信
頼
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
不
存
在
が
問
題
と
な
る
の
は
例
外
的
で
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
犯
罪
の
場
合
は
そ
う
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
に
よ
る
違
法
判
断
の
対
象
と
は

な
ら
な
い
。
ま
た
、
不
法
行
為
の
場
合
も
、
訴
え
を
提
起
す
る
者
が
い
な
け
れ
ば
、
同
様
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
犯
罪
と
し
て
認
知
さ

れ
た
と
し
て
も
、
起
訴
を
通
じ
て
裁
判
所
の
違
法
性
判
断
を
受
け
る
数
は
、
三
割
に
も
満
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら（

33
）、

構
成
要
件
該
当
性
に

よ
っ
て
原
則
違
法
性
が
推
定
さ
れ
る
と
い
う
の
は
少
し
違
和
感
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
正
当
に
起
訴
さ
れ
た
構
成
要
件
該
当
行
為
は
原
則
違

法
で
あ
る
、
と
い
う
ほ
う
が
率
直
に
了
解
で
き
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
い
か
に
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
刑
法
上
は
、
そ
れ
が
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
又
は
命
令
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

犯
罪
と
は
見
做
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
も
、
裁
判
所
は
、
違
法
性
判
断
の
対
象
に
制
限
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
観
念
的
に
は
違
法
で
あ
る
と
判
断
で
き
て
も
、
司
法
機
関
が
違
法
と
宣
言
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
令
状
を
請
求
す
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る
こ
と
な
く
強
制
採
尿
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
覚
せ
い
剤
の
使
用
反
応
が
出
た
が
、
そ
れ
が
違
法
収
集
証
拠
で
あ
る
こ
と
の

み
を
理
由
に
無
罪
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
司
法
機
関
の
違
法
性
判
断
と
は
異
な
る
法
的
評
価
が
あ
り
得
る
。
率
直
に
い
え
ば
、
市
民
、
立
法
機
関
及
び
（
半
司

法
的
）
行
政
機
関
の
観
点
か
ら
も
実
体
法
的
な
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。
特
に
、（
半
司
法
的
）
行
政
機
関
に
よ
る
評
価
は
、
終
局
的
司

法
判
断
に
至
る
ま
で
の
処
遇
段
階
に
お
い
て
反
映
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る（

34
）。

ま
た
、
立
法
に
も
、
国
民
の
評
価
が
直
截
に
反
映
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
こ
で
は
、一
般
的
に
み
て
社
会
的
に
耐
え
難
い
出
来
事
な
の
か
ど
う
か
が
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。そ
れ
に
対
し
て
、

司
法
機
関
に
よ
る
違
法
性
判
断
は
、
そ
う
し
た
市
民
的
評
価
を
前
提
と
し
た
上
で
の
個
別
的
判
断
と
な
る（

35
）。

後
者
で
は
、
具
体
的
な
事
情

を
踏
ま
え
た
上
で
、
当
該
紛
争
を
い
か
に
処
理
（
解
決
）
す
る
か
と
い
う
点
が
決
定
的
で
あ
る
。

　

結
局
、
司
法
上
の
違
法
性
判
断
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
あ
る
限
り
、
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
と
い
う
消
極
的
な
方
向
で
現
れ
や
す
い（

36
）。

成
文
法
主
義
の
も
と
で
は
、
各
種
の
法
律
に
合
憲
性
の
推
定
が
働
く
た
め
、
成
文
法
規
に
違
反
す
る
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ

争
い
な
く
確
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
制
定
法
へ
の
違
反
が
な
ぜ
違
法
性
を
帯
び
る
の
か
と
い
え
ば
、
処
罰
規
定
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と

い
う
形
式
的
理
由
以
上
の
実
質
根
拠
が
争
わ
れ
、
そ
の
抗
弁
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
ま
ず
無
い
だ
ろ
う（

37
）。

不
法
行
為
と
は
異
な
り
、
刑

事
裁
判
上
の
違
法
性
判
断
は
、
合
憲
性
の
推
定
に
強
く
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
構
成
要
件
該
当
性
の
類
型
的
判
断
か
ら

直
ち
に
具
体
的
な
違
法
性
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
は
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
て
形
式
的
に
判

断
さ
れ
た
違
法
行
為
の
中
か
ら
、
具
体
的
に
も
違
法
だ
と
評
価
で
き
る
行
為
を
選
別
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
り
わ
け
、
処
罰
に
値

す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
従
来
、
実
質
的
違
法
性
判
断
と
い
う
名
称
で
行
わ
れ
て
き
た

具
体
的
か
つ
総
合
的
な
判
断
を
指
す
。
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
刑
法
第
三
五
条
の
よ
う
な
一
般
的
正
当
行
為
の
規
定
を
も
つ
日
本
で
は
、

そ
う
し
た
判
断
が
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
段
階
で
行
わ
れ
て
き
た（

38
）。

そ
う
し
た
判
断
形
式
は
、
実
際
、「
違
法
か
違
法
で
な
い
か
」
を
正
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面
か
ら
問
う
よ
り
も
受
け
容
れ
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
検
察
官
の
訴
追
裁
量
と
も
非
常
に
親
和
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

構
成
要
件
不
該
当
な
の
か
構
成
要
件
該
当
性
又
は
違
法
性
の
い
ず
れ
を
阻
却
す
る
の
か
、
違
法
性
の
相
対
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
等

の
問
題
は
重
要
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
煩
わ
し
い
に
も
関
わ
ら
ず
当
該
事
件
の
終
局
判
断
に
有
益
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
疑
問
は
回
避

で
き
る
。
日
本
の
刑
事
司
法
に
お
け
る
法
的
安
定
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
こ
の
種
の
事
案
を
早
期
的
か
つ
率
直
に
手
続
過
程
か
ら
外
す
よ

う
に
流
れ
て
き
た
こ
と
は
、
あ
る
面
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
半
の
事
例
で
は
、
こ
う
し
た
判
断
が
適
切
に
為
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
的
評
価
の
中
間
領
域
も
問
題
な
く
排
除
可
能
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
違
法
性
が
も
っ
ぱ
ら
消
極
的
に
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
、
や
は
り
中
間
領
域
を
排
除
し
尽
く
せ
な
い
虞
は
あ
る
。

本
節
で
挙
げ
た
若
干
の
事
例
や
、
正
当
化
の
範
囲
が
局
限
さ
れ
た
処
罰
規
定
の
存
在
を
考
慮
す
る
と
き
、
そ
の
虞
を
単
な
る
杞
憂
と
し
て

払
拭
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
さ
ら
に
、
活
発
な
刑
事
立
法
が
続
く
現
状
を
鑑
み
れ
ば
、
違
法
判
断
を
正
面
か
ら
積
極
的
に
問
い
直
し
て
み

る
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
料
す
る
。

　

そ
こ
で
最
後
に
、
司
法
機
関
の
違
法
性
判
断
と
市
民
的
観
点
に
よ
る
法
的
評
価
の
違
い
を
、
雑
駁
な
が
ら
纏
め
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、

用
語
上
、違
法
（
性
）
と
は
、司
法
機
関
が
制
定
法
を
主
な
法
源
と
し
て
評
価
し
、宣
言
す
る
否
定
的
な
価
値
判
断
と
い
う
意
味
で
用
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
市
民
的
観
点
か
ら
直
截
に
評
価
さ
れ
る
否
定
的
内
容
の
こ
と
を
、
不
法
と
表
現
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

一
般
的
に
、
否
定
的
な
評
価
の
現
れ
方
は
、
二
通
り
考
え
ら
れ
る
。
一
方
が
肯
定
的
内
容
の
打
ち
消
し
で
あ
り
、
他
方
が
否
定
的
な
事

実
関
係
の
把
握
で
あ
る（

39
）。

後
者
の
ほ
う
が
、
拒
否
さ
れ
る
事
実
を
直
截
に
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
法
的
評
価
で
表
し
た
も

の
が
不
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
法
と
は
、
市
民
的
な
法
感
覚
か
ら
不
正
な
も
の
と
直
截
に
理
解
さ
れ
る
行
為
を
意
味
す
る
。
不
法
は
、

よ
り
積
極
的
で
直
観
的
な
評
価
と
い
え
る
だ
ろ
う（

40
）。

そ
の
意
味
で
、
司
法
判
断
に
お
け
る
違
法
性
よ
り
も
、
実
社
会
の
規
範
的
評
価
を
反
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映
し
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
正
当
業
務
行
為
等
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
不
法
だ
と
は
認
識
さ
れ
ず
、
率
直
に
適
法
と
捉

え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
も
っ
と
も
、
正
当
業
務
行
為
に
お
い
て
も
そ
の
領
域
の
行
為
準
則
を
外
れ
る
場
合
の
ほ
か
、
緊
急
行
為
に
つ
い

て
は
、
司
法
上
の
精
査
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
不
法
は
、
当
然
な
が
ら
必
ず
し
も
制
定
法
の
み
を
判
断
基
準
と
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
慣
習
法
的
な
評
価
に
基
づ
く
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
量
的
評
価
に
な
じ
み
や
す
く
、
不
法
と
い
え
る

か
曖
昧
な
領
域
も
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
紛
争
解
決
を
目
的
と
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
、
最
終
的
に
は
「
違
法
か
そ
う

で
な
い
か
」
と
い
う
二
者
択
一
で
結
論
さ
れ
る
ほ
う
が
明
快
で
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
刑
事
司
法
上
は
、
違
法
性
が
積
極
的
に
確
定
さ

れ
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
そ
の
た
め
に
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
積
極
的
か
つ
直
截
的
評
価
が
肝
要
と
な
る
。
そ
れ
が
、
不
法
で
あ
る
。
こ
れ

が
欠
け
る
場
合
に
は
、
違
法
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
と
判
断
し
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
司
法
が
違
法
性
を
宣
言
す
る

と
き
は
、
当
該
行
為
が
不
法
を
根
拠
づ
け
た
と
い
う
積
極
的
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
不
法
と
断
定
で
き
る
か
曖
昧
な
中

間
領
域
が
、
違
法
と
確
定
さ
れ
る
虞
は
な
く
な
る
。

　

も
っ
と
も
、そ
う
す
る
と
今
度
は
、不
法
の
内
容
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
民
的
観
点
か
ら
直
截
に
評
価
さ
れ
る
否
定
的
内
容
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
検
討
は
未
だ
十
分
で
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
危
険
創
出
論
が
、
慣
習
的
な
規
範
的
評
価
を
反
映
す
る
の
に
適
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
不
法
の
評
価
は
、
権
利
・
利
益
に
対
す
る
そ
の
リ
ス
ク
乃
至
侵
害
が
許
せ
な
い
か
ど
う
か
の
評
価
に
似
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
愚
考
し
て
い
る
。
不
法
の
そ
の
よ
う
な
直
截
的
理
解
は
、
社
会
生
活
上
あ
る
程
度
経
験
に
基
づ
い
て
判
断
可
能
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
民
事
判
例
上
の
受
忍
限
度
論
も
参
考
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
危
険
創
出
論
は
、
従
来
の
体
系
論
と
も
符
合

し
易
い
と
考
え
ら
れ
る
。
不
法
の
積
極
的
判
断
を
構
成
要
件
論
、
違
法
論
、
そ
の
中
間
の
い
ず
れ
に
整
序
す
る
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で

は
な
い
。
し
か
し
、
構
成
要
件
論
に
お
い
て
「
不
法
の
根
拠
づ
け
」
と
い
う
か
た
ち
で
展
開
す
れ
ば
、
多
少
な
り
と
も
受
け
入
れ
ら
れ
易

い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
構
成
要
件
に
お
い
て
は
単
な
る
違
法
類
型
へ
の
包
摂
（
当
て
は
め
）
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
個
々
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の
行
為
に
よ
っ
て
当
に
不
法
が
根
拠
づ
け
ら
れ
得
る
の
か
と
い
う
、
処
罰
根
拠
へ
の
実
質
的
反
省
が
少
な
か
ら
ず
期
待
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
違
法
論
に
お
い
て
は
、
根
拠
づ
け
ら
れ
た
不
法
に
対
す
る
例
外
的
許
容
と
い
う
、
正
し
く
正
当
化
の
意
義
が
発
揮
さ
れ
易
く
な
ろ
う

か
と
思
わ
れ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
少
し
ず
つ
考
察
を
重
ね
た
い
と
考
え
て
い
る
。

結
び
に
か
え
て

　

違
法
性
が
消
極
的
に
判
断
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
顧
み
て
、
前
稿
に
続
き
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
若
干
の
批
判
的
考
察
の
対
象
と

し
た
。
従
来
の
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
主
に
、
終
局
的
司
法
判
断
に
お
い
て
確
定
さ
れ
る
べ
き
違
法
性
の
要
件
を
論
じ
て
き
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
刑
事
立
法
、
終
局
的
司
法
判
断
に
至
る
ま
で
の
処
遇
段
階
を
視
野
に
入
れ
る
と
、
よ
り
実
態
的
あ
る
い
は
動
的
な

法
的
評
価
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
司
法
判
断
に
お
い
て
も
「
適
法
か
ど
う
か
」
と
い
う
判
断
よ
り
も
「
違
法
か
ど
う
か
」

を
問
う
ほ
う
が
率
直
か
つ
精
確
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
違
法
論
を
正
面
か
ら
捉
え
直
し
て
み
る
こ
と
が
肝
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
に
考
え
て
、司
法
上
の
違
法
性
判
断
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
不
法
評
価
に
つ
き
、若
干
の
未
熟
な
分
析
を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

法
的
に
自
由
な
領
域
の
各
論
的
問
題
は
も
と
よ
り
、
不
法
の
根
拠
づ
け
に
つ
い
て
も
、
そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
今

後
は
、
残
さ
れ
た
課
題
の
検
討
を
少
し
ず
つ
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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（
１
） 　

井
上
正
治
「
違
法
論
の
法
理
」（
九
州
大
学
）
法
政
研
究
三
三
巻
三
―
六
号
（
一
九
六
七
）
四
九
七
頁
は
、
違
法
論
を
こ
れ
ま
で
よ
り
ず
っ
と
日
の
当
た
る

場
所
に
引
き
出
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
、
違
法
性
の
積
極
的
判
断
を
主
張
す
る
見
解
と
し
て
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
）
二
二
四
―
二
二
五
頁
、
内
田
文
昭
『
改
訂

刑
法
Ⅰ
（
総
論
）』（
青
林
書
院
、
一
九
八
六
）
一
七
二
頁
、
同
「
形
式
的
犯
罪
概
念
と
構
成
要
件
の
機
能
」『
犯
罪
概
念
と
犯
罪
論
の
体
系
』（
信
山
社
、

一
九
九
〇
）
二
五
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
』（
第
四
版
、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
六
一
頁
、
岡
本
勝
「
特
別
刑
法
犯
と
可
罰
的
違
法
性
」『
注
釈
特

別
刑
法　

第
一
巻
』（
立
花
書
房
、
一
九
八
五
）
二
九
八
頁
以
下
、
鈴
木
茂
嗣
「
刑
法
学
、
刑
訴
法
学
、
そ
し
て
犯
罪
論
」
犯
罪
と
刑
罰
二
四
号
（
二
〇
一
五
）

一
〇
―
一
七
頁
参
照
。

（
２
） 　

岡
本
・
前
掲
文
献
三
〇
二
、三
〇
六
頁
以
下
参
照
。

（
３
） 　

主
要
な
文
献
に
限
れ
ば
、K

arl Engisch, D
er rechtsfreie R

aum
, Zeitschrift für die gesam

m
te Staatsw

issenschaft  B
d.108 (1952) , S.385ff. ; Lothar 

Philipps, Sinn und Struktur der N
orm

logik, A
R

SP(=A
rchiv für R

echts- und Sozialphilosophie)B
d.52 (1966) , S.204f. ; A

rthur K
aufm

ann, 

R
echtsfreier R

aum
 und eigenverantw

ortliche Entscheidung, in: M
aurach-Festschrift, 1972, S.330ff.

【
山
中
敬
一
（
訳
）「
法
的
に
自
由
な
領
域
と
自
己

答
責
的
決
断
」
上
田
健
二
（
監
訳
）『
転
換
期
の
刑
法
哲
学
』（
第
二
版
、
成
文
堂
、
一
九
九
九
）
七
六
頁
以
下
所
収
】; H

einrich C
om

es, D
er rechtsfreie 

R
aum

, 1976, S.107ff. ; 

金
沢
文
雄
「
違
法
と
適
法
お
よ
び
法
的
に
空
虚
な
領
域
」『
現
代
の
刑
事
法
学
（
上
）』
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀
（
有
斐
閣
、

一
九
七
七
）
一
六
八
、一
七
一
―
一
七
三
頁
、
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
『
法
の
歴
史
性
』（
成
文
堂
、
一
九
七
七
）
二
六
四
―
二
六
九
頁
な
ど
参
照
。

ま
た
、
こ
の
論
争
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
、『
法
の
理
論
３
』（
成
文
堂
、
一
九
八
三
）
所
収
の
、
金
澤
文
雄
「
法
的
に
空
虚
な
領
域
の
理
論
―
ヒ
ル
シ
ュ
・

山
中
批
判
に
答
え
て
―
」、
山
中
敬
一
「
法
的
に
自
由
な
領
域
の
理
論
再
批
判
―
金
澤
論
文
を
読
ん
で
―
」
も
参
照
。

（
４
） 　V

gl., H
ans-R

udolf H
orn, U

ntersuchungen zur Struktur der R
echtsw

idrigkeit, 1962, S.24 ; W
ilhelm

 Sauer, G
rundlagen des Strafrechts, 1921, S. 

236 ; Edm
und M

ezger,  Strafrecht, 3.A
ufl. 1949, S.163

（
５
） 　V

gl., H
ans Joachim

 H
irsch, Strafrecht und rechtsfreier R

aum
, in: B

ockelm
ann-Festschrift 1979, S.89(96ff.) ; H

.J.

ヒ
ル
シ
ュ
著
、山
中
敬
一（
訳
）「
刑

法
と
法
的
に
自
由
な
領
域
」
福
田
平
・
宮
澤
浩
一
（
監
訳
）『
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
』（
成
文
堂
、
一
九
八
七
）
七
一
頁
以
下
、
山
中
敬
一
「『
法
的

に
自
由
な
領
域
の
理
論
』
に
関
す
る
批
判
的
考
察
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
二
巻
三
・
四
・
五
号
（
一
九
八
二
）
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
６
） 　V

gl., K
laus Lüderssen, R

echtsfreie R
äum

e?, Suhrkam
p, 2012, S.81ff. 
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（
７
） 　

諸
学
説
に
つ
い
て
は
、K

aufm
ann, a.a.O

., S.327-331 ; 

森
下
忠
『
緊
急
避
難
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
〇
）
特
に
一
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
８
） 　

行
為
を
適
法
化
す
る
正
当
化
事
由
と
、
不
法
で
も
適
法
で
も
な
い
も
の
と
見
做
す
不
法
阻
却
事
由
を
区
別
す
る
見
解
と
し
て
、Ernst von B

eling, D
ie 

Lehre vom
 Verbrechen, 1906 (1964) , S.168 ; W

olfgang Schild, D
ie strafrechtsdogm

atischen K
onsequenzen des rechtsfreien R

aum
es, JA

 

(=Juristische A
rbeitsblätter) 1978, S. 632ff.

参
照
。

ま
た
、
正
当
化
事
由
に
は
な
じ
ま
な
い
が
、
不
法
阻
却
は
、
部
分
的
に
も
認
め
ら
れ
る
。
可
罰
的
不
法
の
み
を
阻
却
す
る
場
合
、
不
法
減
少
を
認
め
る
場
合

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。V

gl., Eduard K
ern, G

rade der R
echtsw

idrigkeit, ZStW
 (=Zeitschrift für die gesam

te Strafrechtsw
issenschaft) B

d.64 (1952), 
S.261ff. ; H

ans-Joachim
 R

udolphi, Ist die Teilnahm
e an einer N

otstandstat i. S. der 

§§ 52, 53 A
bs. 3 und 54 StG

B
 strafbar?, ZStW

, B
d.78 (1966) S.84 

; H
. L. G

ünther, Strafrechtsw
idrigkeit und Strafunrechtsausschluss, 1983, S.114ff.

（
９
） 　V

gl., K
aufm

ann, a.a.O
., S.341f.

特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
義
へ
の
配
慮
が
示
さ
れ
て
い
る
。V

gl., A
rthur K

aufm
ann, R

echtsphilosophie, 2.A
ufl., 1997, S.233

【A
.

カ
ウ
フ
マ
ン
著
、
上
田
健

二
（
訳
）『
法
哲
学
』
第
二
版
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
六
）
二
九
六
頁
】

（
10
） 　K

aufm
ann, a.a.O

., S.330

（
11
） 　V

gl., K
aufm

ann, a.a.O
., R

echtsphilosophie, S.227

（
12
） 　

情
愛
の
五
段
階
表
現
及
び
そ
の
論
理
関
係
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
ア
ラ
ン
・
ク
ル
ー
ズ
著
、
片
岡
宏
仁
（
訳
）『
言
語
に
お
け
る
意
味
』（
東
京
電
機
大
学

出
版
局
、
二
〇
一
二
）
二
一
―
三
四
、一
八
五
―
二
〇
五
、四
三
五
―
四
四
一
頁
、
野
矢
茂
樹
『
入
門
！
論
理
学
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
六
）
三
五
―

七
二
頁
、
ま
た
、
河
西
良
治
「
否
定
：
対
立
と
超
越
」
加
藤
泰
彦
、
吉
村
あ
き
子
、
今
仁
生
美
（
編
）『
否
定
と
言
語
理
論
』（
開
拓
社
、
二
〇
一
〇
）

四
四
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
13
） 　

遠
藤
孝
『
論
理
学
』（
第
一
評
論
社
、
一
九
五
八
）
三
九
―
四
〇
頁
、
野
矢
・
前
掲
書
四
六
頁
以
下
、
山
田
有
希
子
「
排
中
律
と
は
何
で
あ
る
か
」
宇
都
宮

大
学
教
育
学
部
紀
要
第
一
部
五
八
号
（
二
〇
〇
八
）
一
三
七
頁
以
下
参
照
。

（
14
） 　

前
注
文
献
の
ほ
か
、Philipps, a.a.O

., S.206ff. ; 

戸
田
山
和
久
『
論
理
学
を
つ
く
る
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
）
二
八
〇
―
三
〇
四
頁
参
照
。

（
15
） 　V
gl., H

irsch, a.a.O
., S.95-96. 

ま
た
、
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
―
四
七
頁
も
参
照
。

（
16
） 　

最
大
判
昭
和
二
三
年
五
月
二
六
日
・
刑
集
二
巻
六
号
五
二
九
頁
、
最
決
昭
和
五
三
年
一
〇
月
三
一
日
・
刑
集
三
二
巻
七
号
一
七
九
三
頁
参
照
。

（
17
） 　

未
だ
価
値
観
の
対
立
が
大
き
い
問
題
の
具
体
例
と
し
て
、
重
要
な
裁
判
例
を
二
つ
挙
げ
て
お
き
た
い
。
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東
京
高
判
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
・
刑
集
六
三
巻
一
一
号
二
一
三
五
頁
（
川
崎
協
同
病
院
事
件
控
訴
審
判
決
）
は
、
終
末
期
医
療
に
お
け
る
治
療
義
務

の
限
界
と
治
療
中
止
に
つ
い
て
は
、「
尊
厳
死
法
の
制
定
な
い
し
こ
れ
に
代
わ
り
得
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
が
必
要
で
」
あ
り
、
国
民
的
な
合
意
の
形
成
を

図
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
旨
、
銘
記
し
て
い
る
。

　

最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
・
民
集
六
一
巻
二
号
六
一
九
頁
（
ネ
バ
ダ
州
に
お
い
て
合
法
の
代
理
出
産
契
約
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
ら
と
日
本
人
夫
婦
と

の
間
に
実
親
子
関
係
の
成
立
を
認
め
た
外
国
裁
判
所
の
裁
判
が
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
我
が
国
に
お
い
て
効
力
を
有
し
な
い
と
さ
れ
た
事
例
）

で
は
、
医
療
法
制
、
親
子
法
制
の
両
面
に
わ
た
る
検
討
の
上
、「
立
法
に
よ
る
速
や
か
な
対
応
が
強
く
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
銘
記
し
て
い
る
。

（
18
） 　

厚
生
労
働
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
可
能
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
平
成
二
九
年
八
月
四
日
）。【http://w

w
w

.m
hlw

.go.jp/toukei/saikin/hw
/eisei_

houkoku/15/dl/kekka6.pdf
】

（
19
） 　
『
犯
罪
統
計
書　

平
成
27
年
の
犯
罪
』
三
頁
参
照
。
警
察
庁
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
平
成
二
九
年
八
月
四
日
）。【http://w

w
w

.

npa.go.jp/toukei/soubunkan/h27/pdf/H27_A
LL.pdf

】
検
察
統
計
年
報
二
〇
一
五
年
、
図
表
「
15
-00
-08
」
参
照
。
法
務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
の
リ

ン
ク
で
閲
覧
可
能
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
平
成
二
九
年
八
月
四
日
）。【http://w

w
w.m

oj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_kensatsu.htm
l

】

（
20
） 　
「
特
集　

生
殖
補
助
医
療
の
規
制
と
親
子
関
係
法
」法
律
時
報
七
九
巻
一
一
号（
二
〇
〇
七
）四
頁
以
下
参
照
。
特
に
刑
事
規
制
に
関
し
て
は
、甲
斐
克
則『
生

殖
医
療
と
刑
法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
）
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
生
殖
補
助
医
療
の
法
整
備
に
向
け
た
報
告
書
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
そ
の
他
の
情
報
に
つ

い
て
は
、（
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
社
会
学
科
）
堂
囿
俊
彦
氏
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
整
理
さ
れ
て
お
り
、
有
益
で
あ
る
（
但
し
、
一
部
リ
ン
ク
切
れ
の
も

の
も
あ
る
）。【http://plaza.um
in.ac.jp/philia/bioethics_data/surrogacy.htm

l

】（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
平
成
二
九
年
八
月
四
日
）

（
21
） 　

引
用
は
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
、
田
中
耕
太
郎
（
訳
）『
法
哲
学
』
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
著
作
集
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
一
）
三
八
五
頁
に
よ
る
。

但
し
、
引
用
箇
所
は
、
当
時
の
国
際
法
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。V

gl., G
ustav R

adbruch, Erik W
olf und H

ans-Peter 

Schneider (H
rsg.), R

echtsphilosophie, 8.A
ufl., K

oehler, 1973, S.294

（
22
） 　

ヨ
ン
パ
ル
ト
・
前
掲
書
二
六
五
頁
参
照
。

（
23
） 　

前
掲
最
決
平
成
一
九
年
三
月
二
三
日
で
は
、
立
法
に
よ
る
速
や
か
な
対
応
の
必
要
性
を
銘
記
す
る
一
方
で
、
外
国
で
合
法
の
代
理
出
産
契
約
で
さ
え
も
、

判
決
当
時
の
「
我
が
国
の
法
秩
序
の
基
本
原
則
な
い
し
基
本
理
念
と
相
い
れ
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。

（
24
） 　

日
比
野
由
利
「
生
殖
医
療
に
お
け
る
医
療
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
産
科
と
婦
人
科
八
三
巻
三
号
（
二
〇
一
六
）
二
七
五
頁
以
下
参
照
。

（
25
） 　

本
件
に
つ
き
、
最
決
平
成
一
七
年
一
二
月
六
日
、
滝
井
繁
男
裁
判
官
の
反
対
意
見
（
刑
集
五
九
巻
一
〇
号
一
九
〇
一
﹇
一
九
〇
六
﹈
頁
）
が
、「
刑
事
司
法
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機
関
の
介
入
は
極
力
避
け
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
」
と
す
る
判
断
に
筆
者
は
肯
定
的
で
あ
る
。
な
お
、前
田
巌
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平

成
一
七
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
八
）
六
九
四
頁
は
、
い
わ
ば
放
任
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
得
る
も
の
と
扱
う
余
地
も
少
な
く
な
い
と
指
摘
す
る
。
た
だ
、

本
件
行
為
が
社
会
的
に
相
当
か
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
疑
問
が
あ
る
。

（
26
） 　

例
え
ば
、「
要
求
↓
是
認
・
許
容
↓
無
関
心
？
↓
望
ま
し
く
な
い
↓
否
認
（
不
許
可
）
↓
禁
止
」
と
い
う
具
合
に
何
段
階
か
に
分
け
得
る
だ
ろ
う
。
こ
の
段

階
づ
け
は
、A

rthur B
aum

garten, N
otstand und N

otw
ehr, 1911, S.30

に
記
載
の
も
の
を
参
考
に
筆
者
が
若
干
手
を
加
え
た
一
例
で
あ
る
。
な
お
、K

ern, 

a.a.O
., ZStW

, S.263ff.

も
参
照
。

（
27
） 　

違
法
性
の
要
件
が
例
外
的
か
つ
消
極
的
な
犯
罪
不
成
立
事
由
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
と
し
て
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
、
一
九
八
二
）

二
〇
九
、二
二
三
頁
以
下
参
照
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
の
実
務
に
お
い
て
も
、
違
法
性
の
積
極
的
な
確
定
は
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。V

gl., Jescheck / W
eigend, Lehrbuch des 

Strafrechts AT, 5.A
ufl., 1996, S.232

【
イ
ェ
シ
ェ
ッ
ク
＝
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
（
西
原
春
夫
監
訳
）『
ド
イ
ツ
刑
法
総
論
第
五
版
』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
）】

（
28
） 　

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
、
創
文
社
、
一
九
九
〇
）
一
九
九
頁
、
大
塚
仁
・
河
上
和
雄
・
中
山
善
房
・
古
田
佑
紀
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

刑
法　
﹇
第
三
版
﹈
第
二
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
六
）〔
大
塚
仁
〕
一
七
二
―
一
七
三
頁
、〔
小
林
公
夫
〕
三
二
〇
頁
、
西
田
典
之
・
山
口
厚
・
佐
伯
仁
志
（
編
）

『
注
釈
刑
法　

第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
）〔
西
田
典
之
〕
二
五
九
頁
、〔
今
井
猛
嘉
〕
三
二
五
頁
参
照
。

（
29
） 　

浅
田
和
茂
・
井
田
良
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

刑
法
』
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ーno. 219

（
二
〇
一
二
）〔
橋
爪
隆
〕
八
三
頁

（
30
） 　

団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』（
七
訂
版
、
創
文
社
、
一
九
六
七
）
二
三
七
頁
な
ど
の
よ
う
に
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
証
明
を
も
っ
て
、
違

法
性
阻
却
事
由
や
責
任
阻
却
事
由
等
の
不
存
在
が
事
実
上
推
定
さ
れ
る
と
解
す
る
立
場
も
あ
る
が
、
近
時
は
、
そ
の
よ
う
な
推
定
が
一
律
に
働
く
と
は
い
え

な
い
と
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法　
﹇
第
二
版
﹈　

第
七
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
）〔
安
廣

文
夫
〕
三
四
五
―
三
四
六
頁
、
四
一
二
頁
、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
﹇
第
三
版
﹈　

第
六
巻
』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
五
）
四
〇
頁
〔
植
村
立
郎
〕

参
照
。

も
っ
と
も
、
団
藤
・
前
掲
書
二
三
七
頁
に
よ
っ
て
も
、「
法
律
上
の
推
定
と
ち
が
っ
て
、
事
実
上
の
推
定
は
、
積
極
的
に
反
対
の
事
実
を
証
明
す
る
ま
で
も
な
く
、

裁
判
官
の
心
証
を
動
揺
さ
せ
る
だ
け
で
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
る
の
で
、
実
際
上
の
違
い
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
31
） 　

近
時
の
刑
事
立
法
に
お
け
る
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
怪
し
い
人
物
を
対
象
と
す
る
「
狙
い
撃
ち
立
法
」
の
性
格
を
指
摘
す
る
の
は
、
松
原
芳
博
「
立
法
化

の
時
代
に
お
け
る
刑
法
学
」
井
田
良
・
松
原
芳
博
（
編
）『
立
法
実
践
の
変
革
』
立
法
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
三
（
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
四
）
一
二
五
―
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一
二
六
頁
。
実
務
で
も
既
に
そ
う
し
た
傾
向
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点
は
特
に
、
松
原
英
世
「
刑
事
司
法
研
究
を
と
お
し
て
《
法
》
を
見
る
」
法

社
会
学
八
三
号
（
二
〇
一
七
）
四
四
-五
一
頁
参
照
。

（
32
） 　

刑
法
第
一
三
〇
条
前
段
の
罪
の
成
立
を
認
め
た
政
党
ビ
ラ
配
布
事
件
（
最
判
平
成
二
一
年
一
一
月
三
〇
日
・
刑
集
六
三
巻
九
号
一
七
六
五
頁
）、
一
九
歳
の

長
女
を
宗
教
法
人
オ
ウ
ム
真
理
教
の
施
設
に
連
行
し
た
上
、
約
二
週
間
、
同
施
設
の
内
外
で
監
視
下
に
置
い
た
親
に
、
結
論
的
に
は
し
か
た
な
い
が
監
禁
罪

の
成
立
を
認
め
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
八
年
一
月
一
七
日
・
判
時
一
五
六
三
号
一
五
二
頁
）、
廃
棄
さ
れ
た
パ
ソ
コ
ン
を
分
解
す
る
意
図
で
ド
ラ
イ
バ
ー
を

リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
入
れ
て
携
帯
し
た
行
為
が
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
東
京
地
判
平
成
一
六
年
五
月
一
七
日
・
判
タ
一
一
七
六

号
三
一
一
頁
）、
同
伴
者
が
暴
力
団
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
申
告
せ
ず
に
ゴ
ル
フ
場
の
施
設
利
用
を
申
し
込
み
、
施
設
を
利
用
さ
せ
た
行
為
が
刑
法
第
二
四
六

条
第
二
項
の
詐
欺
罪
に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例
（
最
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
・
刑
集
六
八
巻
三
号
六
四
六
頁
）
な
お
、
性
同
一
性
障
害
に
よ
る
性
別
変

更
を
理
由
と
す
る
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
へ
の
入
会
拒
否
が
正
当
に
も
憲
法
第
一
四
条
第
一
項
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
違
法
と
さ
れ
た
民
事
裁
判
例
（
静
岡
地
裁
浜
松

支
判
平
成
二
六
年
九
月
八
日
・
判
時
二
二
四
三
号
六
七
頁
）
も
参
照
。

（
33
） 　

平
成
二
八
年
度
版
の
犯
罪
白
書
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
七
年
に
お
け
る
検
察
庁
処
理
事
件
の
内
、
起
訴
率
は
33
・
4
％
で
あ
り
、
不
起
訴
理
由
中
、
嫌
疑
不

十
分
が
占
め
る
割
合
は
19
・
4
％
で
あ
る
。

（
34
） 　

起
訴
猶
予
が
司
法
的
処
遇
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
中
信
人
「
非
行
少
年
処
遇
に
お
け
る
保
護
処
分
の
意
義
」
広
島
法
学
第
二
八
巻
第
四
号

（
二
〇
〇
五
）
四
八
頁
参
照
。
本
稿
で
は
、
微
罪
処
分
な
ど
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

（
35
） 　V

gl., H
orn, a.a.O

., S.16

（
36
） 　

小
暮
得
雄
「
違
法
論
の
系
譜
と
法
益
論
」（
東
京
大
学
）
法
学
協
会
雑
誌
八
〇
巻
五
号
（
一
九
六
四
）
四
四
-四
五
頁
参
照
。

（
37
） 　

も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
も
法
令
違
憲
を
認
め
た
最
高
裁
判
例
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
現
在
で
十
件
（
適
用
違
憲
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
判
例
も
含

む
と
十
三
件
）
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
法
規
に
処
罰
の
実
質
的
根
拠
が
欠
け
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
た
例
は
な
い
。

（
38
） 　

拙
稿
「
社
会
的
相
当
性
の
理
論
的
意
義
に
関
す
る
一
考
察
」
北
九
州
市
立
大
学
大
学
院
紀
要
二
五
号
（
二
〇
一
二
）
二
一
〇
頁
参
照
。

　

そ
の
代
わ
り
に
ド
イ
ツ
刑
法
解
釈
学
に
お
い
て
は
、
社
会
的
相
当
性
の
理
論
や
、
規
範
の
目
的
論
的
解
釈
、
許
さ
れ
な
い
危
険
の
創
出
な
ど
の
規
範
的
評

価
を
手
厚
く
構
成
要
件
判
断
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
論
で
積
極
的
に
不
法
の
根
拠
づ
け
を
判
断
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
前
掲
拙
稿

一
七
九
頁
以
下
参
照
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
要
件
の
判
断
が
、
当
に
例
外
的
な
正
当
化
事
由
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
不
思
議
は
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
て
か
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
建
前
で
あ
る
起
訴
法
定
主
義
と
現
実
は
乖
離
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ン
ス
＝
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ユ
ル
ゲ
ン
・
ケ
ル
ナ
ー
著
、
小
川
浩
三
（
訳
）『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
訴
追
と
制
裁
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
）
一
六
一
、一
七
一
頁
参
照
。Statistische 

B
undesam

t

のJustiz aaf einen B
lick (2015)

に
よ
れ
ば
、
２
０
１
２
年
に
お
け
る
起
訴
率
（
手
続
の
打
切
が
あ
っ
た
場
合
は
除
か
れ
て
い
る
。）
は
約
26
％

に
留
ま
る
。Statistisches B

undesam
t

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
（
最
終
ア
ク
セ
ス
日
、
平
成
二
九
年
九
月
七
日
）。【https://w

w
w

.destatis.de/D
E/

Publikationen/Them
atisch/R

echtspflege/Q
uerschnitt/B

roschuereJustizB
lick0100001159004.pdf?_blob=publicationFile

】

（
39
） 　V

gl., A
dolf R

einach, Zur Theorie des negativen U
rteils. In: M

ünchener Philosophische A
bhandlungen. Lipps-Festschrift, 1911, S.223ff.

（
40
） 　

山
口
邦
夫
「
不
法
の
二
重
の
意
味
」『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
上
巻
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
）
一
九
〇
―
一
九
三
頁
で
は
、
不
法
が
二
つ
の

意
味
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
意
味
の
不
法
と
は
、「
本
能
的
、
生
理
的
、
心
理
的
に
害
を
被
っ
た
と
い
う
事
実
（U

nrechtsleiden

）」
と
い
う
、
不
法

の
実
在
的
内
容
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
不
法
が
、
法
律
を
作
ら
せ
る
実
在
根
拠
に
な
る
。
そ
う
し
て
制
定
さ
れ
た
法
律
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、「
論

理
的
に
認
識
す
る
不
法
」
が
第
二
の
意
味
の
不
法
と
な
る
。
筆
者
が
本
稿
で
「
違
法
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
第
二
の
意
味
の
不
法
に
相
応
す
る
。

な
お
、
不
法
概
念
を
限
定
的
に
理
解
す
る
と
い
う
筆
者
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
哲
学
に
お
け
る
不
法
概
念
の
一
考
察
」
広
島
法
学
第
四
一
巻
第
一

号
（
二
〇
一
七
）
一
三
頁
以
下
も
参
照
。


